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項目 現      行 改  正  後 変更内容・補足説明等 

 

 

 

 

 

 

第１章 

総 則 

[共通事

項] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西みらいパソコンサービス・コンピュータ伝送サービス・ＶＡＬＵＸ全銀ファイル伝送サービ

ス利用規定（2022 年 6 月改定） 

 

 

 

第１節 サービスの内容・取り扱い等 

第１条【サービスの定義】 

(1) サービスの定義 

「関西みらいパソコンサービス・コンピュータ伝送サービス・ＶＡＬＵＸ全銀ファイル伝送

サービス」（以下「本サービス」といいます）とは、企業またはその他の事業者（以下「契約

者」といいます）が、データ伝送による方法を利用して、振込依頼明細などの処理依頼明細

データ（以下「依頼明細」といいます）を当社に伝送する資金管理サービス、および入出金取

引明細などの通知対象預金取引明細データ（以下「通知明細」といいます）を当社から受信

する会計情報サービス（本サービスに関して当社が契約者から受託する業務を以下総称して

「受託業務」といいます）をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 通信回線・接続方法 

本サービスの利用にあたっては、電話回線・閉域回線・インターネット回線等の通信回線を

使って、契約者が占有するパソコン、ホストコンピュータ（以下「パソコン等」といいます）

を、株式会社関西みらい銀行（以下「当社」といいます）のコンピュータに直接、Ａｎｓｅｒ

ＤＡＴＡＰＯＲＴセンター、ＶＡＬＵＸセンターまたはＺＥＤＩセンター等銀行外部のセン

ター（以下「外部センター」といいます）経由で間接的に接続することとします。 

(3) サービスの名前 

前項の接続方法のうち、電話回線により直接接続するものを「関西みらいパソコンサービス」

又は「関西みらいコンピュータ伝送サービス」、閉域回線によりＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ

センター経由で接続するものを「関西みらいパソコンサービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲ

Ｔ方式）」又は「関西みらいコンピュータ伝送サービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式）」

（以下総称して「ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式」といいます）、ＶＡＬＵＸセンター経由

で接続するものを「ＶＡＬＵＸ全銀ファイル伝送サービス」（以下「ＶＡＬＵＸ方式」といい

ます）といいます。ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式、およびＶＡＬＵＸ方式による場合で

あっても、電話回線で直接接続することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

関西みらいパソコンサービス・関西みらいパソコンサービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方

式）・関西みらいコンピュータ伝送サービス・関西みらいコンピュータ伝送サービス（Ａｎｓｅ

ｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式）利用規定（2023 年 1月 16 日改定） 

 

 

第１節 サービスの内容・取り扱い等 

第１条【サービスの定義】 

(1) サービスの定義 

「関西みらいパソコンサービス」・「関西みらいパソコンサービス（ＡｎｓｅｒＤＡ

ＴＡＰＯＲＴ方式）」・「関西みらいコンピュータ伝送サービス」・「関西みらいコンピ

ュータ伝送サービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式）」（以下「本サービス」とい

います）とは、企業またはその他の事業者（以下「契約者」といいます）が、データ

伝送による方法を利用して、振込依頼明細などの処理依頼明細データ（以下「依頼

明細」といいます）を株式会社関西みらい銀行（以下「当社」といいます）に伝送す

る資金管理サービス（以下「資金管理サービス」といいます）、および入出金取引明

細などの通知対象預金取引明細データ（以下「通知明細」といいます）を当社から受

信する会計情報サービス（以下「会計情報サービス」といいます。また、本サービス

に関して当社が契約者から受託する業務を以下総称して「受託業務」といいます）

をいいます。 

(2) 関係規定の適用・準用 

本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定、振込規定等、本

サービスに関係する規定（以下、本規定とこれらの規定を総称して「本規定等」とい

います）により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本

サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 

(３) 通信回線・接続方法 

本サービスの利用にあたっては、電話回線・閉域回線・インターネット回線等の通

信回線を使って、契約者が占有するパソコン、ホストコンピュータ（以下「パソコン

等」といいます）を、当社のコンピュータに直接、ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴセン

ター、ＶＡＬＵＸセンターまたはＺＥＤＩセンター等銀行外部のセンター（以下「外

部センター」といいます）経由で間接的に接続することとします。本サービスに含

まれる各サービスの名称と通信回線・接続方法は下表のとおりとします（下表に記

載の「関西みらいパソコンサービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式）」および「関

西みらいコンピュータ伝送サービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式）」を以下総

称して「ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式」といいます）。 

サービス名 通信回線 接続方法 

関西みらいパソコンサービス 

閉域回線 

ＶＡＬＵＸセンター経由 

またはＺＥＤＩセンター経

由 

インターネット

回線 
ＶＡＬＵＸセンター経由 

関西みらいパソコンサービス 

（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式） 
閉域回線 

ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲ

Ｔセンター経由 

関西みらいコンピュータ伝送サービ

ス 
閉域回線 ＺＥＤＩセンター経由 

関西みらいコンピュータ伝送サービ

ス 

（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式） 

閉域回線 
ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲ

Ｔセンター経由 

 

 

 

商品再編に伴い、利用規

定名を変更 

 

 

 

 

 

 

 

商品再編に伴いサービス

名変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係規定を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名と接続方法を

一表化 
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(4) ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴの伝送方式 

ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式による場合には、伝送方式として、ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰ

ＯＲＴセンターを経由して依頼明細を直接当社のコンピュータに伝送する形式（以下「ファ

イル中継方式」といいます）と、依頼明細をＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴセンターで一旦留

め置き、伝送意思の確認が完了したもののみを当社のコンピュータに伝送する形式（以下「フ

ァイル伝送方式」といいます）のいずれかを選択するものとします。 

 

 

(5) 通信手順 

本サービスの利用にあたっては、通信手順として、契約者は全国銀行協会が制定した「全銀

協標準通信プロトコル」または株式会社ＮＴＴデータが提供するＶＡＬＵＸサービスによる

「全銀ファイル伝送（ＶＡＬＵＸ）」を使用することとします。 

 

 

第２条【サービスの種類】 

本サービスには、資金管理サービスと会計情報サービスの２種類があり、各サービスに係る

受託業務の内容は次のとおりです。ただし、ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴファイル伝送方式

による場合には、資金管理サービスの総合振込、給与（賞与）振込、預金口座振替請求および

預金口座振替結果明細に限られるものとします。 

(1) 資金管理サービス  

契約者が占有するパソコン等から当社のコンピュータに直接または外部センター経由で間接

的に送信してデータ伝送により処理を依頼するサービスをいい、依頼明細の種類は次のとお

りとします。 

① 総合振込 

② 給与（賞与）振込 

③ 住民税（地方税）納付 

④ 預金口座振替請求および預金口座振替結果明細 

(2) 会計情報サービス 

契約者が占有するパソコン等から当社のコンピュータに直接または外部センター経由で間接

的に接続してデータ伝送により通知明細を受け取るサービスをいい、通知明細の種類は次の

とおりとします。 

① 入出金取引明細  

② 振込入金明細 

③ 預金残高 

④ その他当社が取り扱いを認めた通知明細 

 

 

第４条【サービスの解約】 

(2) 書面による通知 

前項の通知を当社が書面により行なう場合において、当社が当該通知を契約者届け出の住所

あてに発信した場合、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に

到達したものとみなします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式の伝送方式 

契約者は、ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式の場合には、伝送方式として、Ａｎｓ

ｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴセンターを経由して依頼明細を直接当社のコンピュータに伝

送する形式（以下「ファイル中継方式」といいます）と、依頼明細をＡｎｓｅｒＤＡ

ＴＡＰＯＲＴセンターで一旦留め置き、伝送意思の確認が完了したもののみを当社

のコンピュータに伝送する形式（以下「ファイル伝送方式」といいます）のいずれか

を選択するものとします。 

 

(5) 通信手順 

契約者は、本サービスの利用にあたっては、通信手順として、契約者は全国銀行協

会が制定した「全銀協標準通信プロトコル」「ＪＸ手順」または「ＨＴＴＰＳ通信」

のうち、当社が指定するものを使用することとします。 

 

 

第２条【本サービスの機能】 

本サービスには、第 1 項の資金管理サービスと第 2 項の会計情報サービスの２種類があり、

各機能に係る受託業務の内容は次のとおりです。ただし、ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式

のうちファイル伝送方式による場合には、資金管理サービスの①総合振込、②給与（賞与）

振込ならびに④預金口座振替請求および預金口座振替結果明細に限られるものとします。 

(1) 資金管理サービス  

契約者が占有するパソコン等から当社のコンピュータに外部センター経由で送信してデータ

伝送により処理を依頼する機能をいい、依頼明細の種類は次のとおりとします。 

① 総合振込 

② 給与（賞与）振込 

③ 住民税（地方税）納付 

④ 預金口座振替請求および預金口座振替結果明細 

(2) 会計情報サービス 

契約者が占有するパソコン等から当社のコンピュータに外部センター経由で接続してデータ

伝送により通知明細を受け取る機能をいい、通知明細の種類は次のとおりとします。 

① 入出金取引明細  

② 振込入金明細 

③ 預金残高 

④ その他当社が取り扱いを認めた通知明細 

 

 

 

 

 

第４条【本サービスの解約】 

(2) 書面による通知 

前項の通知を当社が書面により行なう場合において、当社が当該通知を契約者が当社に届け

出た住所あてに発信した場合、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達す

べき時に到達したものとみなします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現を統一 

 

 

 

 

 

 

 

ZEDI および VALUX の

手順を明記 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名と区別するた

め「機能」に変更 

 

 

 

ISDN 回線終了を見据え

て直接を削除（2023 年

12 月末までの取扱いは

「附則」に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現修正 
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第２章 

資金管理

サービス 

 

 

 

 

 

 

第２節 手数料 

第６条【手数料の種類】 

本サービスの利用にあたっては、当社所定の基本料金、住民税納入取扱手数料、振込口座照

会サービス取扱手数料、および振込手数料（いずれも消費税相当額を含みます）を支払って

いただきます。 

また、基本利用手数料は月間の契約日数にかかわらず 1 か月分全額を申し受けます。当社は

基本利用手数料を変更することができます。 

なお、口座振替手数料は、「口座振替サービス利用届出書」に定められた手数料および消費税

相当額を、また、代金回収手数料は「覚書」・「貴社とのおとりきめ事項」に定められた手数料

および消費税相当額を支払っていただきます。（以下これらの手数料を「手数料」と総称しま

す。） 

 

第７条【手数料の支払方法】 

手数料は当社所定の振替日に預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで、決済口座

から自動的に引落します。 

 

 

 

第 10 条【データ伝送相手先の確認】 

(1) 当社は、契約者からのデータ伝送により受信した制御電文内に表示された暗証番号およ

びサービス別暗証（ファイルアクセスキー）（以下「パスワード」といいます）と、「関西みら

いパソコンサービス・コンピュータ伝送サービス・ＶＡＬＵＸ全銀ファイル伝送サービス申

込書」または「関西みらいパソコンサービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式）・コンピュ

ータ伝送サービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式）申込書」（以下総称して「本申込書」

といいます）に記載されたパスワードとの一致を確認のうえ受託業務を行ないます。 

(2) 当社がパスワードの一致を確認のうえ受託業務を行なった場合は、パスワードの盗用そ

の他の事故があってもそのために契約者に生じた損害について当社は賠償責任を負いませ

ん。 

(3) 届出のパスワードは、契約者の責任において厳正に管理するものとし、第三者へ知られ

ないように管理してください。 

 

第 13 条【取りまとめ店】 

契約者は、当社の国内営業店の中から次のすべての業務を担う営業店（以下「取りまとめ店」

といいます）を指定し、本規定第３条の定めに基づき契約者が当社に提出する利用申込書等

により事前に届けることとします。 

取りまとめ店は、特に当社が認めた場合を除き、１契約者につき１か店とします。 

① 依頼明細の発信営業店となる。 

② 振込資金、預金口座振替資金の決済を行なう。 

③ 本サービスにかかる各種手数料の決済を行なう。 

④ 利用申込書等および解約届等の本サービスにかかる各種帳票類の受け渡し窓口となる。 

⑤ その他本サービスに関して契約者と当社の窓口となる。 

 

第 2０条【禁止行為】 

(1) 契約者は、本契約に関するいっさいの権利義務に関して、当社の承諾なく第三者に譲渡

することはできません。 

(2) 契約者は、本契約において公序良俗に反する行為、犯罪行為に結びつく行為、他の契約

者や第三者の権利を侵害または不利益を与えるような行為、その他当社が不適当・不適切と

判断する行為をしてはいけません。 

 

 

 

 

第２節 手数料 

第６条【手数料の種類】 

本サービスの利用にあたっては、当社所定の基本料金、住民税納入取扱手数料、振込口座照

会サービス取扱手数料、および振込手数料（いずれも消費税相当額を含みます）を支払って

いただきます。 

また、月間手数料は月間の契約日数にかかわらず 1 か月分全額を申し受けます。 

なお、口座振替については、「口座振替サービス利用届出書」に定められた手数料および消費

税相当額を、また、代金回収については「覚書」・「貴社とのおとりきめ事項」に定められた手

数料および消費税相当額を支払っていただきます。（以下、本条に定める料金および手数料等

を総称して「手数料」といいます） 

当社は、必要に応じ、手数料を変更することができるものとします。 

 

第７条【手数料の支払方法】 

手数料は、原則として、当社所定の振替日に預金通帳および払戻請求書または当座小切手な

しで、利用申込書等に記載の手数料決済口座から自動的に引き落します。ただし、当該手数

料に係るサービスについて別途取決めがある場合、当社所定の他の支払方法がある場合又は

当社が他の支払方法を別途指定した場合にはそちらが優先されます。 

 

第 10 条【認証方法等】 

(1) 当社は、契約者からのデータ伝送により受信した制御電文内に表示された暗証番号およ

びサービス別暗証（ファイルアクセスキー）（以下総称して「パスワード」といいます）と、

「関西みらいパソコンサービス・コンピュータ伝送サービス申込書」または「関西みらいパ

ソコンサービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式）・コンピュータ伝送サービス（Ａｎｓｅ

ｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式）申込書」（以下総称して「本申込書」といいます）に記載されたパ

スワードとの一致を確認のうえ受託業務を行ないます。 

(2) 当社がパスワードの一致を確認のうえ受託業務を行なった場合は、パスワードの盗用そ

の他の事故があってもそのために契約者に生じた損害について当社は賠償責任を負いませ

ん。 

(3) 届出のパスワードは、契約者の責任において厳正に管理するものとし、第三者へ知られ

ないように管理してください。 

 

第 13 条【取りまとめ店】 

契約者は、当社の国内営業店の中から次のすべての業務を担う営業店（以下「取りまとめ店」

といいます）を指定し、第３条の定めに基づき契約者が当社に提出する利用申込書等により

事前に届けることとします。 

取りまとめ店は、特に当社が認めた場合を除き、１契約者につき１か店とします。 

① 依頼明細の発信営業店となる。 

② 振込資金、預金口座振替資金の決済を行なう。 

③ 本サービスにかかる手数料の決済を行なう。 

④ 利用申込書等および解約届等の本サービスにかかる各種帳票類の受け渡し窓口となる。 

⑤ その他本サービスに関して契約者と当社の窓口となる。 

 

第 2０条【禁止行為】 

(1) 契約者は、本契約に関するいっさいの権利義務に関して、当社の承諾なく第三者に譲渡、

担保設定および質入その他一切の処分をすることはできません。 

(2) 契約者は、本契約において公序良俗に反する行為、犯罪行為に結びつく行為、他の契約者

や第三者の権利を侵害または不利益を与えるような行為、その他当社が不適当・不適切と判

断する行為をしてはいけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本利用手数料を月間手

数料に変更 

表現を変更 

表現を変更 

 

記載位置を変更 

 

 

 

口座からの引き落し以外

の支払方法を考慮し追記 

決済口座の定義を明確化 

 

 

 

 

 

申込書名を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現修正 

 

 

 

 

表現修正 

 

 

 

 

 

その他の処分を追記 
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附則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全般 

 

 

 

第 2 節 総合振込に関する事項 

第 3２条【振込指定口座】 

(1) 支払い先が支払資金の振込を指定できる預金口座は、支払い先名義の普通預金、貯蓄預

金または当座預金もしくは当社および仕向先金融機関が認めたその他の決済性預金としま

す。 

(2) 当社に振込を依頼するに際しては、事前に指定口座の確認を行ってください。 

 

 

第３節 給与振込に関する事項 

第３９条【振込指定口座】 

(1) 受給者が給与の振込を指定できる預金口座は、受給者本人名義の普通預金または当座預

金もしくは当社および仕向先金融機関が認めたその他の決済性預金とします。 

(2) 当社に振込を依頼するに際しては、当社所定の給与振込口座確認の方法により事前に指

定口座の確認を受けるものとします。 

 

第５節 預金口座振替収納事務に関する事項 

第 6 節 振込口座照会サービスに関する事項 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

第 2 節 総合振込に関する事項 

第 3２条【振込指定口座】 

(1) 契約者が支払資金の振込を指定できる預金口座は、支払い先名義の普通預金、貯蓄預金

または当座預金もしくは当社および仕向先金融機関が認めたその他の決済性預金とします。 

(2) 当社に振込を依頼するに際しては、契約者は、事前に支払い先に対する指定口座の確認

を行ってください。 

 

 

第３節 給与振込に関する事項 

第３９条【振込指定口座】 

(1) 契約者が給与の振込を指定できる預金口座は、受給者本人名義の普通預金または当座預

金もしくは当社および仕向先金融機関が認めたその他の決済性預金とします。 

(2) 当社に振込を依頼するに際しては、契約者は、当社所定の給与振込口座確認の方法によ

り事前に指定口座の確認を受けるものとします。 

 

第５節 預金口座振替収納事務に関する事項  

第 6 節 振込口座照会サービスに関する事項 

（「依頼人」「依頼者」「お客様」を「契約者」へ統一） 

（「支払者（当社の預金者）」を「預金者」へ統一） 

 

附則（２０２３年１月１６日） 

第１条【経過措置】 

２０２３年１月１６日から２０２３年１２月３１日までの間、本サービスについては、本規

定第１章第１節第１条(3)の定めにかかわらず、各サービスに対応する下表に記載の通信回線

および接続方法が使用できるものとします。ただし、通信手順が「ＪＣＡ手順」である場合

は、電話回線による直接接続以外の接続はできません。 

第２条【附則の削除】 

本附則は、２０２３年１２月３１日の経過をもって、削除されるものとします。 

サービス名 通信回線 接続方法 

関西みらいパソコンサービス 

閉域回線 

ＶＡＬＵＸセンター経由 

またはＺＥＤＩセンター経

由 

インターネット

回線 
ＶＡＬＵＸセンター経由 

電話回線 

直接（契約者のパソコン等と

当社のコンピュータを直接

接続することをいいます。以

下同様） 

関西みらいパソコンサービス 

（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式） 

閉域回線 
ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲ

Ｔセンター経由 

電話回線 直接 

関西みらいコンピュータ伝送サービ

ス 

閉域回線 ＺＥＤＩセンター経由 

電話回線 直接 

関西みらいコンピュータ伝送サービ

ス 

（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式） 

閉域回線 
ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲ

Ｔセンター経由 

電話回線 直接 

 

（送り仮名の表記ゆれを統一） 

 

以 上 

振込先口座の指定は契約

者の義務のため変更 

主語が支払先に対する確

認を行うことを明記 

 

 

 

 

 

表現修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISDN 回線が終了するま

での経過期間の取扱いを

「附則」として追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 
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